
総務・人事・経理・ＩＴ技術者・管理職に必須のマイナンバー知識

協力　 辰巳法律研究所

すべての事業者に管理義務 ますます広がるマイナンバー利用分野すべての事業者に管理義務 ますます広がるマイナンバー利用分野すべての事業者に管理義務 ますます広がるマイナンバー利用分野

民間ではこんな部署の方に
必要となります

・企業の人事、総務、経理、庶務の方

・社会保障、税務関連のお仕事をされ
　る方

・企業の情報管理者

行政分野ではこんな方に
必要となります

・行政機関、地方公共団体、独立行政
　法人で個人番号利用事務に携わる方

・個人番号関係事務を行う方

実施会場 全国主要都市で開催！

第
７
回

受 験 料：３級　　６,０００円（税抜）

２級　　８,０００円（税抜）

１級　１０,０００円（税抜）

実 施 日：平成２８年９月１１日（日）

試験時間：３級　１０：００～１１：１５
２級  １４：００～１５：４５
１級　１０：００～１２：１５

※会場によっては期日前に申込み受付を締切る場合がございますのでご了承ください。

※会場は今後変更となる場合がございます。必ずホームページをご確認ください。

マイナンバー実務検定 公式テキスト
\2,500　（税抜）

マイナンバー利用と保護に関する
実務知識が身に付く！

（財）全日本情報学習振興協会 監修

おすすめ参考書籍

マイナンバー法の理解と対策
\1,200 （税抜）

別 冊

全日本情報学習振興協会主催

マイナンバー法の
理解と対策
水町　雅子 著
弁護士

□　マイナンバー法の条文をわかりやすく解説
□　マイナンバー制度と用語を詳しく解説
□　理解度が確認できる精選問題付き

✓
✓
✓

個人情報保護士のマイナンバー法分野と

マイナンバー実務検定２・３級に対応！

一般財団法人　全日本情報学習振興協会

マイナンバー実務検定２・３級に対応
番号法の条文、 マイナンバー制度と
用語を詳しく解説

３回分の過去問題 （１級は２回分） を収録
全問題に解答解説付き

マイナンバー実務検定過去問題解答・解説集

Vol.3-1　１級、Vol.3-2　２級
\1,800 （税抜）

Vol.3-3　３級
\1,200 （税抜）

東京大学・関西大学など全国１９会場で実施
【北海道・東北】

札幌…北海道教育大学

仙台…東北大学（川内キャンパス）

【関東】

２３区内…東京大学（駒場Ⅰキャンパス）

　または 上智大学（四谷キャンパス）

町田…相模女子大学

横浜…神奈川大学（横浜キャンパス）

前橋…前橋工科大学

越谷…文教大学（越谷キャンパス）

千葉…敬愛大学（稲毛キャンパス）

松戸…松戸商工会議所

【中部】

名古屋…愛知大学（名古屋キャンパス）

津…サン・ワーク津

【関西】

大阪…関西大学（千里山キャンパス）

京都…立命館大学（衣笠キャンパス）

神戸…神戸芸術工科大学

【中国・四国】

岡山…専門学校ビーマックス

広島…県立広島大学（広島キャンパス）

【九州・沖縄】

福岡…九州大学（箱崎キャンパス）

沖縄…沖縄大学

２８年９月１１日（日）
平
成
東京・大阪・名古屋・札幌・福岡他 にて開催

２８年９月１１日（日）
平
成
東京・大阪・名古屋・札幌・福岡他 にて開催

申込期日：７月２８日（木） まで申込期日：７月２８日（木） まで

ＡＩＵ保険会社　CCK：シティコンピュータ㈱　NECラーニング㈱　SCSK㈱　TISソリューションリンク㈱　YKK六甲㈱　アクサ生命保険㈱　イオンフィナンシャルサービス㈱　イオン保険サービス㈱

一般財団法人日本自動車査定協会　エヌ･ティ･ティ･アドバンステクノロジ㈱　エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ㈱　大塚製薬㈱　オニシアノックス㈱　キヤノンシステムアンドサポート㈱

コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱　ジェイアール東日本ビルテック㈱　シャープビジネスソリューション㈱　シャープ㈱　スカパーJSAT㈱　セコム㈱　ソフトバンク㈱

東芝テックソリューションサービス㈱　㈱ドコモＣＳ　パナソニックラーニングシステムズ㈱　パナソニック㈱　本田技研工業㈱　ミドリ安全㈱　森ビル㈱　旭化成アミダス㈱　㈱JALUX

㈱エヌ･ティ･ティ･エムイー　㈱エヌ･ティ･ティ･データSMS　㈱エヌ･ティ･ティ･ドコモ　　東京ガスリビングライン㈱　㈱シー･アイ･シー　㈱シー･ツー･エム　㈱テイパーズ　㈱データリーフ 

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ　㈱バッファロー･IT･ソリューションズ　㈱ファミリーネット･ジャパン　㈱フォーエバー　㈱フォーバル　㈱ベンチャーアソシエイツ　㈱マイテック

㈱マーストーケンソリューション ㈱リロ･ホールディング他グループ各社　㈱ローソン　㈱角川アスキー総合研究所 ㈱中電シーティーアイ　㈱日立製作所　㈱日立ソリューションズ他グループ各社

㈱富士通エフサス　㈱明光商会　㈱髙島屋　京王観光㈱　中部電力㈱　東日本電信電話㈱　凸版印刷㈱　日本化薬㈱　日本生命保険相互会社　郵船トラベル㈱　理想科学工業㈱

シンカ・システムズ㈱　アリアンツ・グローバルアシスタンス・ジャパン㈱　㈱富士通九州システムズ　㈱富士通九州システムサービス　　※受験生の多い企業を抜粋

全国８００社以上の優良企業の社員が団体で全情協の情報関連の検定を受験しています。

マイナンバー実務検定 ビデオ講座発売中！ 裏面をご覧ください。

http://www.my-number.or.jp/

※試験を１０名以上同時に申し込まれますと割引価格が
　 ご利用いただけます。３１名以上同時にお申し込みを
　 される場合は、当協会までお電話ください。

当協会ホームページまでお申込み下さい。

※「マイナンバー実務検定対策講習会」と同時にお申込み
　 いただけます。

また、午後開催の２級は同日午前開催の

個人情報保護士認定試験

と併願が可能です。

「１級と２級」または「３級と２級」は同日の併願が可能です。



マイナンバー制度がいよいよスタートし、様々な分野で利用が始まります。
ですが、マイナンバーの不適切な利用には懲役もしくは罰金が定められており、さらに適正な取扱いが求められます。
民間では、総務、人事、経理、管理職の方々が健康保険や労働保険、源泉徴収関係などで個人番号関係事務に携わることになります。
また、行政機関における個人番号利用事務では、さらに厳正な取扱いが求められます。
マイナンバーの取扱い実務は国民に必須の知識であり、マイナンバー実務検定はこれからの個人番号管理にはなくてはならない資格になります。

調査対象：平成27年11月８日実施の第２回マイナンバー実務検定を受験された方の一部を対象

Ｑ．あなたがマイナンバー検定を受けることになった理由は？

法改正によりマイナンバーの

利用範囲が広がります※

※平成２８年５月現在、予定とされているものになります。

番号法第９条（個人番号の利用範囲）

戸籍事務

旅券事務

預貯金付番
（口座の名義人の特定・
 現況確認等に係る事務）

医療分野（管理・連携等に係る事務）

自動車の登録に係る事務　など

マイナンバー実務検定 ビデオ講座

インターネットにて
好評発売中！

販売元：情報学習新聞社（アット・インダス株式会社）

http://www.joho-gakushu.com/

大好評の「マイナンバー実務検定対策講習会」の

内容が凝縮され、ビデオ講座になりました。

講座は各単元とも１５分以内にまとめられ、合計 

５時間５分のボリュームがあります。

書籍の学習に比べ、まとまった時間が無くても勉強

できます。

マイナンバー法の理解を深めるために、受験される

方は是非ご利用ください。

弁護士によるマイナンバー法の徹底解説！

※ 個人情報保護士会主催 「マイナンバー実務検定対策講習会」 と内容は同一のものになります。

※ ビデオ講座の受講には、インターネットの接続環境が必要となります。

受験者アンケート すべての企業が対応に追われています

自分の立場上

受験しなければ

ならない
24.14%

仕事柄、

今後のために

必要
18.16%

会社が推奨
13.86%

会社が全員に

指示
13.12%

自分自身の知識欲
12.69%

一定条件の社員に

会社が指示
10.47%

社員同士の

話し合い
3.87%

就職活動のため
2.01%

その他
1.67%

じっくり勉強し、２級に合格しました
43

　前回のマイナンバー検定３級に続き、今回は２級にチャレンジし、合格しました。個
人番号事務の仕事をする上で、２級合格は非常に重要であると考えたからです。テキス
トを繰り返し読み、過去問題を徹底して解いたことで、苦手な部分を解消できました。
マイナンバーの取扱いを厳正に行わないと、企業イメージを損ねかねません。マイナン
バー検定の受験をきっかけに、マイナンバー制度の知識を深め、安全管理の強化に一層
努めたいと思います。

■ 番号法の背景・概要
■ 第１章　総則
■ 第２章　個人番号
■ 第３章　個人番号カード
■ 第４章第１節　特定個人情報の提供の制限等
■ 第４章第２節　情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
■ 第５章　特定個人情報の保護
■ 第６章　特定個人情報保護委員会
■ 第７章　法人番号
■ 第８章　雑則
■ 第９章　罰則
■ 附則
■ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）
★ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
　（行政機関等・地方公共団体編）
★ 金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
■ 関連法令等

■ 番号法の成立の経緯・背景
■ 番号法の概要
■ 個人と番号法
■ 民間企業と番号法
■ 地方公共団体・行政機関・
　 独立行政法人等と番号法
■ 番号法のこれから
■ 罰則
■ 特定個人情報の適正な
　 取扱いに関するガイドライン
　 （事業者編）
■ 関連法令等

問題１．フランチャイズの加盟店における従業員の個人番号を、フランチャイズ組織の本部に提出すること
は、別の会社である以上、「提供」に当たるため、認められない。

ア．正しい イ．誤っている

問題２．以下のアからエまでの記述のうち、個人番号を利用することができる場合を１つ選びなさい。

ア．行政機関が、生活保護の決定に必要な情報を検索するために、個人番号を利用する場合。
イ．事業者が、従業員の勤怠管理のために、社員番号として個人番号を利用する場合。
ウ．金融機関が、顧客の管理のために、顧客番号として個人番号を利用する場合。
エ．家庭裁判所の調査官が、非行をした少年の非行歴を管理するために、個人番号を利用する場合。

解答 【 １－エ ２－エ 】

問題１．番号法の概要に関する以下のアからエまでの記述のうち、正しいものを１つ選びなさい。

ア．各行政機関で管理していた個人情報について、個人番号をもとに特定の機関に共通のデータベース
を構築して運用するという「一元管理」の仕組みが採用されている。

イ．番号法の正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
といい、平成26年９月に制定され、この法律のすべての条項につき平成27年10月に施行された。

ウ．個人情報保護法令は、番号法を一般法とする特別法であるとされている。
エ．番号法の中には、個人情報保護法令を読み替えたり、個人情報保護法令の適用を除外したりする規

定がある。

問題２．以下のアからエまでの記述のうち、マイナポータルに関する【問題文Ａ】から【問題文Ｃ】の内容と
して正しいものを１つ選びなさい。

【問題文Ａ】マイナポータルでは、行政機関が、個人番号の付いた本人の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認
できるほか、行政機関が保有する本人に関する情報や行政機関から本人に対しての必要なお知らせ
情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備される予定である。

【問題文Ｂ】マイナポータルでは、個人番号カードのICチップに搭載される公的個人認証を用いたログイン方法が
採用され、個人番号カードでログインする予定となっているため、個人番号カードの交付を受けている
者のみが使用できる予定である。

【問題文Ｃ】マイナポータルとは、番号制度のシステム整備の一環として構築することが予定されている情報提供
等記録開示システムのことをいい、平成29年１月から利用が開始される予定である。

　ア．Ａのみ誤っている。　イ．Ｂのみ誤っている。　ウ．Ｃのみ誤っている。　エ．すべて正しい。

※１級のサンプル問題はホームページをご覧ください。

第５回マイナンバー実務検定より抜粋

第５回マイナンバー実務検定より抜粋

★は１級のみ出題

※本リーフレットは、当協会ホームページよりPDFにてダウンロード頂くことができます。社内回覧などにご利用下さい。

解答 【 １－ア ２－ア 】

弁護士　坂東利国
講師


